
資料４

年 月 内　　　　容

平成１９年 ７月 「（仮称）越谷市自治基本条例」制定基本方針 決定

８月 「自治基本条例に関する講演会」 開催

９月
（仮称）越谷市自治基本条例に関する勉強会 開催
　・平成２０年１月まで継続的に勉強会を開催（全８回）

平成２０年
１月～
２月

審議会委員（公募市民）を募集

２月 「越谷まちづくりフォーラム」 開催

３月 （仮称）越谷市自治基本条例に関する勉強会 報告書提出（市長に報告）

４月 越谷市自治基本条例審議会 設置（市長から審議会へ諮問）

◇骨子案（条例に盛り込む内容）について検討
　・審議会全員での会議（４回）
　・運営・調整委員会で審議会の進め方を検討（６回）
　・第１～第３の各部会で骨子案の検討（各７回）
　・市民参画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ幹事会で懇談会等の内容検討（７回）

８月 「（仮称）越谷市自治基本条例」骨子案がまとめられる

骨子案に関する懇談会等の開催（２５回開催 のべ５４０名参加）

自治基本条例とｻｯｸｽとﾋﾟｱﾉの夕べ（一般市民向けイベント）開催

骨子案に関する意見公募手続（パブリックコメント）の実施（４名・１０件
の意見）

市内駅前で条例のＰＲ活動、街頭アンケートを実施（２日間）

◇懇談会等でのご意見等を踏まえ、素案（構造と条文）について検討
　・審議会全員での会議（３回）
　・運営・調整委員会で審議会の進め方や素案の検討（１０回）
　・第１～第３の各部会で素案の検討（各６回）
　・市民参画ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ幹事会で説明会等の内容検討（２回）

１１月 「こしがや産業フェスタ」で条例のＰＲ活動、アンケートを実施（２日間）

１２月 「（仮称）越谷市自治基本条例」素案がまとめられる

素案説明会等の開催（１５回開催　のべ３８４名参加）

市民が創る新たな自治のルール【素案説明＆講演会】（一般市民向けイベン
ト）開催

素案に関する意見公募手続（パブリックコメント）の実施（２８名・７８件
の意見）

◇説明会等でのご意見等を踏まえ、答申（条文と解説等）について検討
　・審議会全員での会議（２回）
　・運営・調整委員会で審議会の進め方や素案の検討（７回）
　・第１～第３の各部会で素案の検討（各３回）

３月
審議会から市長に答申（３月３０日）
自治基本条例審議会の会議開催回数　　　８９回
同審議会による懇談会・説明会開催回数　４０回

　 ６月 越谷市自治基本条例制定（９月１日施行）

越谷市自治基本条例の制定に関する取り組み

１月～
２月

８月～
９月

平成２１年


